
　

8
月
10

日
、
ア
ニ
メ

映
画
「
火
垂

る
の
墓
」
を

み
た
。
非
戦
闘
員
ま
で
空
襲
で

家
を
焼
か
れ
狙
い
撃
ち
に
あ

う
、
恐
ろ
し
く
も
、
そ
の
悲
惨

さ
に
涙
を
禁
じ
え
な
い
。
焼
け

跡
を
逃
れ
、
野
山
に
喰
物
を
求

め
て
さ
ま
よ
い
幼
い
妹
を
餓
死

さ
せ
た
実
体
験
を
下
敷
き
に
、

20
年
間
の
沈
黙
を
破
っ
て
鎮
魂

の
思
い
を
籠
め
て
発
表
し
た
野

坂
昭
如
氏
の
第
58
回
直
木
賞
受

賞
作
品
で
、1
9
8
8
年
高
畑

勲
氏
が
映
像
化
し
た
▼
主
人
公

の
清
太
は
、
45
年
9
月
23
日
、

神
戸
空
襲
か
ら
1
1
0
日
目
、

母
は
焼
死
、
父
も
海
戦
死
し
、

保
護
を
失
い
、
三
宮
駅
構
内
で

下
痢
便
に
塗
れ
て
、
ひ
っ
そ
り

野
た
れ
死
に
す
る
。
享
年
満
14

歳
、
妹
節
子
4
歳
に
栄
養
失
調

で
衰
弱
死
さ
れ
1
月
に
な
る
。

虱
だ
ら
け
の
腹
巻
に
あ
っ
た
ド

ロ
ッ
プ
の
缶
を
駅
員
が
投
げ
白

い
焼
骨
が
こ
ろ
が
り
出
て
、
蛍

が
あ
わ
た
だ
し
く
空
に
飛
び
交

い
、
節
子
の
像
が
現
れ
る
。
幽

体
が
解
離
し
た
も
う
一
人
の
清

太
が
、
自
分
の
最
期
を
後
ろ
姿

に
見
と
ど
め
、
2
人
は
手
を
と

り
あ
っ
て
来
し
方
へ
と
立
ち
戻

る
。
地
を
焼
き
尽
く
そ
う
と
空

か
ら
垂
れ
る
火
の
威
力
を
、
反

芻
し
て
観
衆
に
指
し
示
す
▼

今
、我
々
は
、ま
た
、団
塊
の
世

代
で
戦
争
を
知
ら
な
い
子
ど
も

た
ち
に
属
す
る
こ
の
私
は
、過
剰

な
食
物
に
満
腹
し
、ク
ー
ラ
ー
か

ら
涼
風
を
恵
ま
れ
、
何
を
学
ぶ

べ
き
か
？ 

戦
争
は
、活
劇
映
画

に
脚
色
さ
れ
た
カ
ッ
コ
良
い
娯

楽
番
組
で
は
な
い
。
必
要
悪
と

も
正
当
化
し
得
ぬ
、
修
羅
の
世

界
で
あ
る
。戦
争
は
む
ご
い
と
認

識
し
て
、恒
久
の
平
和
を
念
願

し
続
け
ね
ば
な
る
ま
い
。 （
卯
蛙
）

　
今
回
、
再
び
保
険
部
会
を
担

当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
今
期

は
何
よ
り
も
診
療
報
酬
改
定
と

い
う
重
要
課
題
が
控
え
て
い

る
。
先
般
出
さ
れ
た
「
社
会
保

障
制
度
改
革
国
民
会
議
報
告

書
」
で
は
診
療
報
酬
改
定
を
中

医
協
任
せ
に
さ
せ
な
い
意
図
を

含
め
て
改
定
の
方
向
が
一
部
具

体
的
に
示
さ
れ
、
こ
の
秋
に
も

法
制
化
さ
れ
よ
う
と
し
て
い

る
。
加
え
て
都
道
府
県
医
療
計

画
や
第
6
次
医
療
法
改
定
も
診

療
報
酬
に
直
結
す
る
。
特
に
病

床
機
能
の
提
供
体
制
分
化
で
方

向
付
け
が
な
さ
れ
、
例
え
ば
す

で
に
平
均
在
院
日
数
減
少
で

4
4
0
0
億
円
削
減
と
の
試

算
が
出
さ
れ
る
な
ど
、
医
療
費

配
分
の
重
点
化
・
効
率
化
の
議

論
が
先
行
し
て
い
る
。
そ
の
枝

14
年
診
療
報
酬
改
定
を
中
心
に

日
常
診
療
の
サ
ポ
ー
ト
強
化
へ

葉
に
報
酬
額
を
当
て
は
め
る
だ

け
が
中
医
協
と
な
り
か
ね
な

い
。
こ
の
よ
う
に
前
回
改
定
の

急
性
期
医
療
重
視
・
入
院
か
ら

在
宅
へ
・
医
療
か
ら
介
護
保
険

評
価
・
要
件
に
つ
い
て
の
議
論

は
、
混
迷
を
深
め
て
い
る
。

　
「
報
告
書
」
で
は
従
来
の
日

本
の
医
療
費
を
「
医
療
機
関
の

相
当
の
努
力
の
積
み
重
ね
」
で

で
、
な
ぜ
高
度
で
効
率
的
な
日

本
の
医
療
水
準
と
そ
の
担
い
手

（
医
療
提
供
体
制
や
医
療
者
）

の
現
状
改
変
が
必
要
な
の
か
説

得
力
が
な
い
。
協
会
は
こ
の

へ
の
動
き
の
第
一
歩
か
ら
、
今

回
は
大
胆
な
急
性
期
病
床
数
削

減
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
時
削
ぎ

落
と
さ
れ
る
病
床
の
行
き
先
＝

性
格
づ
け
や
報
酬
に
直
結
す
る

「
世
界
に
高
く
評
価
さ
れ
る
コ

ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
達
成

し
て
き
た
」
と
総
括
し
た
。
こ

れ
を
改
革
す
る
「
哲
学
」
は
福

田
内
閣
時
代
の
「
社
会
保
障
国

民
会
議
最
終
答
申
」
そ
の
ま
ま

「
哲
学
」
の
正
否
を
問
う
視
点

か
ら
も
診
療
報
酬
改
定
の
議
論

に
参
加
し
て
い
き
た
い
。
さ
ら

に
前
回
改
定
で
問
題
と
な
っ
た

不
合
理
点
数
是
正
課
題
も
引
き

続
き
取
り
組
ん
で
い
く
。
そ
の

上
で
今
後
の
改
定
議
論
の
中
身

や
決
定
を
速
や
か
に
情
報
提
供

し
て
い
き
た
い
。
例
年
通
り

「
ポ
イ
ン
ト
」
に
よ
る
説
明

会
、「
提
要
」
を
は
じ
め
と
し

た
出
版
も
予
定
し
て
い
る
。

　
保
険
部
会
の
課
題
と
し
て

は
、
他
に
審
査
・
査
定
問
題
、

指
導
・
監
査
問
題
も
大
き
な
柱

で
、
引
き
続
き
講
習
会
や
個
別

相
談
・
対
応
、
弁
護
士
斡
旋
な

ど
に
も
取
り
組
み
た
い
。
さ
ら

に
は
、
在
宅
支
援
の
活
動
、
社

会
保
険
研
究
会
の
開
催
、
公
費

負
担
医
療
の
出
版
等
々
総
会
方

針
に
則
っ
て
活
動
を
強
め
て
い

き
た
い
。

　
副
理
事
長  

鈴
木
　
卓

  

新
年
度
に
あ
た
っ
て
　
　
　
　保険
部
会

　
12
年
度
の
活
動
に
つ
い
て
鈴

木
由
一
副
理
事
長
が
総
括
。
社

会
保
障
制
度
改
革
推
進
法
案
廃

案
を
求
め
る
会
員
署
名
、
国
会

議
員
要
請
、
談
話
の
発
表
な
ど

を
行
っ
た
こ
と
や
Ｔ
Ｐ
Ｐ
問
題

を
め
ぐ
り
、
幅
広
く
他
団
体
と

参
加
反
対
運
動
に
取
り
組
ん
だ

こ
と
を
報
告
し
た
。
ま
た
、
市

の
リ
ハ
ビ
リ
政
策
や
地
域
包
括

ケ
ア
等
の
地
域
医
療
課
題
へ
の

を
行
い
、
関
係
各
所
に
是
正
を

訴
え
た
。
同
逓
減
問
題
に
つ
い

て
は
厚
生
労
働
省
と
も
直
接
懇

談
し
、
次
回
診
療
報
酬
改
定
時

に
算
定
制
限
の
撤
廃
を
求
め
る

な
ど
、
会
員
の
要
望
に
寄
り

添
っ
た
1
年
間
の
活
動
を
振
り

返
っ
た
。

　
続
い
て
、
渡
邉
副
理
事
長
が

情
勢
報
告
し
、「
ア
ベ
ノ
ミ
ク

ス
」
の
第
一
・
二
の
矢
は
、
国

民
に
表
層
的
な
景
気
浮
揚
感
を

与
え
る
短
期
的
な
カ
ン
フ
ル
剤

に
過
ぎ
ず
、
第
三
の
矢
で
「
医

療
の
産
業
化
」
を
成
長
戦
略
の

柱
の
一
つ
と
位
置
づ
け
、
Ｔ
Ｐ

Ｐ
と
あ
い
ま
っ
て
国
民
皆
保
険

制
度
解
体
を
促
進
さ
せ
る
も
の

だ
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
軍
事

大
国
化
、
改
憲
を
目
指
し
、
国

民
連
帯
の
再
統
合
を
復
古
調
の

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
図
る
動
き

に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。

　
さ
ら
に
、
財
界
・
ア
メ
リ
カ

の
意
向
を
受
け
た
安
倍
政
権
が

も
た
ら
す
も
の
は
、
大
企
業
の

利
益
優
先
、
社
会
保
障
の
放
棄

な
ど
、
さ
ら
に
荒
廃
し
た
国
と

社
会
で
あ
る
。
今
こ
そ
、
協
会

が
脈
々
と
受
け
継
い
で
き
た
活

動
の
真
価
が
問
わ
れ
る
と
き
だ

と
訴
え
た
。

　
こ
れ
を
受
け
、
垣
田
理
事
長

が
13
年
度
総
括
活
動
方
針
を
提

案
し
た
。
協
会
の
設
立
目
的
で

あ
る
「
医
療
保
障
制
度
の
確
立

と
制
度
運
用
の
合
理
化
の
追

求
」「
保
険
医
の
知
識
と
技
能

の
向
上
と
生
活
権
の
擁
護
」
を

再
確
認
。
急
性
期
と
在
宅
に
偏

重
し
た
診
療
報
酬
・
介
護
報
酬

改
定
の
流
れ
を
受
け
て
、
開
業

医
の
果
た
す
べ
き
役
割
は
大
き

対
応
に
取
り
組
み
、
多
く
の
府

市
民
に
協
会
の
見
解
に
つ
い
て

説
明
、
理
解
を
求
め
る
取
り
組

み
を
進
め
た
。
原
発
問
題
へ
の

対
応
で
は
抗
議
や
要
請
な
ど
協

会
の
意
見
を
速
や
か
に
表
明
。

第
2
回
目
と
な
る
脱
原
発
イ
ベ

ン
ト
「
バ
イ
バ
イ
原
発
3
・
9

き
ょ
う
と
」
も
主
体
的
に
取
り

組
ん
だ
。
診
療
報
酬
関
連
で

は
、
医
療
機
関
の
実
情
を
把
握

す
る
た
め
、
管
理
栄
養
士
配

置
、
7
種
類
以
上
の
内
服
薬
の

逓
減
問
題
に
つ
い
て
実
態
調
査

　
協
会
は
7
月
28
日
、
第
66
回
定
期
総
会
（
第
1
8
5
回

定
時
代
議
員
会
合
併
）
を
市
内
の
ホ
テ
ル
で
開
催
し
た
。
総

会
は
、
1
0
6
人
（
代
議
員
67
人
、
一
般
会
員
15
人
、
理

事
者
24
人
）
が
出
席
し
、
2
0
1
2
年
度
活
動
報
告
お
よ

び
2
0
1
3
年
度
活
動
方
針
、
決
議
案
を
採
択
し
た
。

推
進
法
や
Ｔ
Ｐ
Ｐ
へ
の
対
応
な
ど
総
括

「
医
療
の
産
業
化
」に
歯
止
め
を

く
、
も
っ
と
評
価
さ
せ
て
い
く

必
要
が
あ
る
こ
と
。
社
会
保
障

制
度
を
充
実
さ
せ
、
安
心
・
安

全
な
社
会
を
つ
く
る
こ
と
。
Ｔ

Ｐ
Ｐ
参
加
・
医
療
の
産
業
化
に

反
対
す
る
こ
と
な
ど
を
示
し
た
。

　
質
疑
で
は
、
協
会
の
活
動
に

対
す
る
激
励
や
軍
事
大
国
化
の

是
非
な
ど
、
活
発
な
意
見
交
換

を
行
っ
た
。

　
政
府
の
社
会
保
障
制
度
改
革

国
民
会
議
が
報
告
書
を
ま
と

め
、
8
月
6
日
に
安
倍
晋
三
首

相
に
提
出
し
た
。

　
21
日
に
は
、
そ
の
改
革
時
期

を
示
し
た
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
法

案
」
骨
子
を
閣
議
決
定
。
医
療

分
野
の
改
革
は
2
0
1
4
〜

17
年
度
、
介
護
分
野
は
15
年
度

を
め
ど
に
実
施
す
る
と
し
た
。

秋
の
臨
時
国
会
で
成
立
さ
せ
、

そ
の
後
、
個
別
の
改
革
を
進
め

る
。

　
▽
70
〜
74
歳
の
窓
口
負
担
2

割
化
▽
高
額
療
養
費
制
度
の
限

度
額
を
負
担
能
力
に
応
じ
細
分

化
▽
紹
介
状
の
な
い
大
病
院
の

外
来
受
診
に
一
定
の
定
額
自
己

負
担
▽
一
定
所
得
が
あ
る
介
護

利
用
者
の
自
己
負
担
引
き
上
げ

▽
特
養
は
中
重
度
者
に
重
点
化

▽
「
要
支
援
」
の
介
護
保
険
か

ら
市
町
村
事
業
へ
の
移
管
▽
後

期
高
齢
者
支
援
金
の
負
担
方
法

を
全
面
総
報
酬
割
へ
の
変
更
▽

国
保
の
都
道
府
県
へ
の
運
営
の

移
管
―
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

　
協
会
は
国
民
会
議
報
告
書
に

対
し
、「
こ
れ
で
持
続
可
能
と

い
え
る
の
か
、
保
険
主
義
徹
底

に
よ
る
国
の
責
任
後
退
に
抗
議

す
る
」
と
す
る
談
話
（
2
面
）

を
26
日
に
発
表
。
談
話
は
安
倍

首
相
、
田
村
厚
労
相
、
甘
利
社

会
保
障
・
税
一
体
改
革
担
当

相
、
国
民
会
議
委
員
に
送
付
し

た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
京
都
新

聞
（
27
日
）
と
エ
ム
ス
リ
ー
が

報
道
し
た
。

国
民
会
議
が
社
会
保
障
改
革
で
報
告

協
会
は
国
の
責
任
後
退
に
抗
議

13
年
度
の
活
動
方
針
案
を
提
案
す
る
垣
田
理
事
長

皆保険の担い手開業医医療の評価を
第66回定期総会で方針等確認

　
総
会
後
は
、
ピ
ー
ス
・
ジ
ャ

パ
ン
・
メ
デ
ィ
カ
ル
・
サ
ー
ビ

ス
総
院
長
、
ペ
シ
ャ
ワ
ー
ル
会

現
地
代
表
の
中
村
哲
氏
に
よ
る

講
演
会
「
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に

命
の
水
を
〜
国
際
医
療
協
力
の

30
年
〜
」、
続
い
て
懇
親
会
を

開
い
た
。
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主な内容

国
民
会
議
報
告
書
に
関
す
る
談
話 

（
２
面
）

特
集
・
保
険
診
療
Ｑ
＆
Ａ「
病
名
漏
れ
に
つ
い
て
」

 

（
３
面
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第
66
回
定
期
総
会
特
集 

（
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〜
５
面
）



　政府の社会保障制度改革国民会議が報告書を取りま
とめ、８月６日に安倍晋三首相に提出した。同会議は
昨夏の自公民３党による「社会保障・税一体改革」の
合意に伴い成立した社会保障制度改革推進法（以下、
推進法）に基づき、消費税増税の増収分を踏まえた社
会保障改革を具体化するために設置されたものであ
る。政府は報告書を踏まえ、改革時期を示した「プロ
グラム法案」の骨子を21日に閣議決定し、秋の臨時国
会へ提出する。その後は順次、個別実定法の改正法案
を来年の通常国会から提出し具体化するとされる。

「自助の共同化」 から導き出した 
公的責任後退の正当化
　今後の社会保障改革に関わって本報告書が果たすで
あろう大きな役割を中心に問題点を指摘しておきた
い。
　本報告書の最大の眼目は、推進法の基本的考え方で
ある「自助・共助・公助」論に理論的正当性を与え、
社会保障における公助の縮小、国の役割後退にお墨付
きを与えたという点にある。
　報告書は、「共助」に対し推進法からさらに踏み込
んで「自助の共同化」という概念規定を施した。自助
努力の社会的塊が共助であり、その制度的具体化が医
療や年金などの社会保険だというのである。ここから
は、社会保険給付は、自助すなわち国民一人ひとりが
負担した保険料の範囲内で賄われるべきものというあ
り方論以外は出てこない。従って公費投入が、低所得
者対策にのみ絞り込まれることに対しても、ごく当然
のこととして正当化されている。
　この社会保険観は、国民の社会保障を受ける権利を
「負担に対する見返りとしての受給権」に矮小化す
る。その結果、まず、負担した以上の給付は受けられ
ないのだからある程度の給付制限はやむを得ないとの
結論が導き出され、給付範囲の縮小や給付抑制のため
のフリーアクセスの見直しは、この文脈上で正当化さ
れている。
　また、負担は自助能力に応じてということで年齢な
どに関係なく能力に応じて負担するのがあたりまえと
され、70歳～74歳の窓口負担引き上げは、当然のこと
とされている。そして、この自助の共同化とは無関係
な「公助」、すなわち国や自治体の公費負担は、自助
（保険料負担）が困難な低所得者に対してだけ振り向
けられれば良いとされ、社会保険制度の維持充実に
とっては二次的補完的なものとされたのである。
　だが、この理論的正当化は欺瞞に満ちており、誤り
である。すなわち、自助を社会的に共同化したものが
公助であり、社会保障とは「公助」のことだからであ
る。国民会議のメンバーは、そのことを指摘するどこ
ろか、社会保障に対する前述のような理論的整理は、
1950年の社会保障制度審議会勧告に由来するものであ
るとまで主張する。明らかに日本の社会保障をミス
リードするための理論的欺瞞である。

地域、自治体への社会保障運営責任の
押し付け
　さらに国保保険者の都道府県化と医療提供体制管理
のための地域医療ビジョン策定が打ち出されたこと
で、医療保険の地域保険化への道筋が明瞭になってき
た。京都府はすでに後期高齢者医療広域連合への参加
を進め、都道府県単位の医療保険の担い手たるべく準
備を進めているが、京都府をはじめとする都道府県に
は、今後、負担と給付の双方にわたる管理運営責任が
課せられることになる。
　この動きにあわせた医療・介護提供体制改革も、こ

れまでの「病院完結型」から「地域完結型」への転換
が明記されている。医療の機能分化を進め、急性期に
人的・物的資源を集中投入し、入院期間をさらに減ら
して早期の家庭復帰・社会復帰を実現するとともに、
受け皿となる地域の病床や在宅医療・在宅介護を充実
させ、地域で包括的ケアシステムを構築するという方
向だ。ただし、その体制をどう整備するかの責任は、
「地域」に委ねられている。
　また、地域の特徴や課題を踏まえたデータに基づく
政策も求めており、こうした地域の提供体制整備は
「保険者」となる都道府県の仕事にされていく。介護
保険では要支援者に対する介護予防給付は介護保険給
付から外して市町村事業に段階的に移行することが記
されており、この面からも国から地方への責任移譲は
加速する。
　報告書は、提供体制改革を進める上で、「病床の機
能分化と退院患者の受け入れ体制整備」や「在宅ケア
普及と急性増悪時の短期的入院病床の確保」が同時に
行われるべきだと釘をさしているが、「受け皿」が整
わないまま改革を急いだがために「医療難民」を生ん
だ轍を踏まぬよう、また地域に密着した中小病院の淘
汰に繋がらぬようしてもらいたい。
　ただ報告書は、過去の提供体制改革が診療報酬・介
護報酬による誘導と「梯子外し」で提供側の過度な危
機回避的行動に繋がったと指摘し、提供者と政策当局
の信頼関係を基礎に、医療機関が円滑に運営できる見
通しを明らかにした上で改革を進めよと戒めている。
この指摘については、その通りであり、これまでの誘
導と「梯子外し」のような方法での提供体制改革は反
省し改めるべきである。

皆保険を支えてきた現場医療の実像を
正しく見よ
　また、推進法では「原則として全ての国民が加入す
る仕組みを維持」として皆保険堅持の立場を崩した
が、報告書は「推進法第６条に規定されているとおり
皆保険の維持」と、微修正を図っている。しかし、
「皆保険の良さを変えずに守り通すためには医療その
ものが変わらなければならない」と迫り、さらにフ
リーアクセスについては、「必要な時に必要な医療に
アクセスできる」への意識転換とともに「緩やかな
ゲートキーパー機能を備えた『かかりつけ医』の普
及」が必須だと言及した。
　これまで低い医療費で高い健康水準が実現できたの
は、日本に皆保険があったからだが、その皆保険がこ
れまで守られてきた理由について、報告書は正確な分
析をしていない。それは、地域密着型の日常診療で否
応なく鍛えられる「総合診療能力」と高度専門性の維
持、これを双方実現し、かつ保険請求事務を通じて保
険診療の担い手としての自覚に目覚めた開業医が、地
域医療の大きな部分を支えてきたからである。このこ
との正しい評価抜きに今後の医療制度を語ることな
ど、できるはずがない。まずはこうした観点からの医
療政策の洗い直しを求めたい。

新自由主義路線からは 
決別するしかない
　以上、大きな論点にのみ絞って言及したが、それら
以上に大きな根本的な問題として、この国民会議報告
書をはじめとする政府系の制度改革方針に見られる
「持続可能性への疑い」について指摘しておきたい。
　公費負担の主たる財源とされる消費税は、10％に引
上げてもなお不足し「更なる消費税率引上げは不可
避」と財政制度等審議会ですら指摘している。しか

し、およそ現実味のない消費税引き上げと給付切り下
げの組み合わせだけで、本当に日本の社会保障が「持
続可能」になると、少なくともこの国民会議メンバー
は、考えているのだろうか。
　同会議が日本経団連など経済諸団体へのヒアリング
を行った際には、社会保障に対する企業責任が諸外国
に比して低いことについて複数の委員が指摘してい
る。このことはもっと言えば、大企業の法人税率を引
き下げ、さらに社会保障財源を消費税に求めることで
企業が社会保障に対する負担増から免れることへの疑
問を指摘したのであろう。この点についての踏み込ん
だ指摘こそが、最も必要なのではないか。
　国民会議の議論では、そのような新自由主義路線か
らの脱却をこそ、社会保障の専門家として集った委員
は打ち出すべきではなかったのか。真に持続可能な福
祉国家型財政への転換とそれによる社会保障の構築提
言こそが、本来の国民会議の役割であるはずだ。我々
は本報告書のような社会保障の根幹を歪める政策変更
を認めることはできない。「国民会議」と、「国民」の
名を銘打たれた審議会において「国民」のための社会
保障に対するこのような改悪に手を貸す作業が行われ
たことに対し、断固抗議する。

医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
改
革

医療機能に係る情報の都道府県への報告制度創設
都道府県における地域医療ビジョンの策定。次期医療計
画（2018年度）の策定前に
都道府県の役割強化と国保の保険者の都道府県移行
医療法人・社会福祉法人が法人間合併や権利移転など速
やかにできるよう制度改正
医療と介護の連携と地域包括ケアシステムというネット
ワーク構築
在宅医療連携拠点事業を地域包括推進事業として制度化
し、地域包括支援センターや委託を受けた地域医師会等
が業務を実施
提供体制改革に必要な財源は消費税増収分の活用を検
討。全国一律の診療報酬・介護報酬とは別の財政支援
（基金方式）も
「総合診療医」の専門性を評価する取り組み、その養成と
国民への周知を図る
医療職種の職務の見直し、チーム医療の確立を図る
看護職員の養成拡大や登録義務化などの推進
尊厳ある死を視野に入れた「ＱＯＤ（クオリティ・オブ・
デス）を高める医療」などについて国民的合意の形成
医療行為による予後の改善や費用対効果を検証すべく、
継続的にデータ収集し、常に再評価される仕組みを構築
医療・介護提供体制改革を推進するための体制を設け、
厚労省、都道府県、市町村における改革の実行と連動

医
療
保
険
制
度
改
革

国保の保険者を都道府県に移行
後期高齢者支援金の負担方法を全面総報酬割にし、国保
財政の構造問題解決の財源とすることも考慮に
非正規雇用労働者が国保加入しており、被用者保険の適
用拡大を進めることも重要
都道府県・市町村・被用者保険の関係者が協議する仕組
み構築
国保の低所得者に保険料軽減措置拡充を図る
国保保険料の賦課限度額（65万円）を引き上げ
被用者保険の標準報酬月額上限（121万円）の引き上げ
所得の高い国保組合への定率補助の廃止
後期高齢者医療制度は現行制度を基本に必要な改善を行う

医
療
給
付
の
重
点
化・
効
率
化

フリーアクセスを守りつつ「ゆるやかなゲートキーパー
機能」導入
紹介状のない大病院の外来受診に一定の定額自己負担
入院療養における給食給付などの自己負担を見直す
70～74歳の医療費自己負担を２割負担とする
高額療養費制度の限度額を負担能力に応じた負担となる
よう所得区分を細分化
難病対策等の医療費助成は対象疾患の拡大や都道府県の
超過負担の解消を図る

介
護
保
険
制
度
改
革

一定以上の所得のある利用者負担の引き上げ
低所得の施設利用者への補足給付の支給要件で資産勘案
特養は中重度者に重点化、低所得高齢者の住まい確保を
推進
デイサービスは重度化予防に効果のある給付へ重点化
低所得者の第１号保険料について軽減措置を拡充
要支援の介護予防給付を市町村の事業に段階的移行

国民会議報告書　医療・介護分野の各論概要

これで持続可能といえるのか
保険主義徹底による国の責任後退に抗議する

国民会議報告書に関する談話
2013年 8月26日　副理事長　渡邉 賢治
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Ｑ
1
レ
セ
プ
ト
の
病
名
漏
れ

で
減
点
さ
れ
た
場
合
、
再
審
査

請
求
を
申
し
出
て
も
、
認
め
て

も
ら
え
な
い
（
原
審
通
り
と
な

る
）
と
い
う
話
を
聞
き
ま
し
た

が
、
本
当
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
1
一
律
に
「
原
審
通
り
」

と
す
る
処
理
は
行
わ
れ
て
い
ま

せ
ん
。

　
12
年
2
月
10
日
、
全
国
保
険

医
団
体
連
合
会（
以
下
、保
団

連
）
は
、
社
会
保
険
診
療
報
酬

支
払
基
金
（
以
下
、
支
払
基

金
）
本
部
と
懇
談
を
行
い
ま
し

た
。

　
そ
の
中
で
、
支
払
基
金
は

「
保
険
医
療
機
関
か
ら
『
病
名

漏
れ
』
が
原
因
で
査
定
さ
れ
た

レ
セ
プ
ト
に
つ
い
て
の
再
審
査

請
求
に
つ
い
て
は
、
当
該
レ
セ

プ
ト
（
患
者
）
の
症
状
の
経
過

等
に
つ
い
て
、
客
観
的
な
検
査

デ
ー
タ
等
の
関
連
資
料
に
基
づ

い
た
説
明
が
さ
れ
、
病
態
等
が

確
認
で
き
る
場
合
、
当
該
レ
セ

プ
ト
に
当
初
記
載
さ
れ
て
い
た

内
容
と
関
連
資
料
の
両
者
を
勘

案
し
た
上
で
、
医
学
的
に
判
断

し
、
再
審
査
決
定
を
す
る
こ
と

と
し
て
お
り
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
病
名
漏
れ
が
原
因
で
査
定

さ
れ
た
レ
セ
プ
ト
に
つ
い
て
の

再
審
査
請
求
に
つ
い
て
、
一
律

に
『
原
審
通
り
』
と
す
る
処
理

は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
」
と
回

答
し
て
い
ま
す
。

　
13
年
5
月
4
日
付
『
日
本
医

事
新
報
』
No.
4
6
4
5
に
も
、

支
払
基
金
の
回
答
と
し
て
同
様

の
取
扱
い
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
支
払
基

金
で
は
一
律
に
「
原

審
通
り
」
と
す
る
処

理
は
行
わ
れ
て
い
な

い
こ
と
が
分
か
り
ま

す
し
、
再
審
査
請
求

の
内
容
に
よ
っ
て
は

復
活
す
る
場
合
も
あ

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

Ｑ
2
支
払
基
金
で

は
病
名
漏
れ
の
場
合

の
再
審
査
請
求
が
可

能
な
こ
と
は
分
か
り

ま
し
た
が
、
国
保
連

合
会
も
同
様
の
取
扱

い
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
2
同
様
の
取
扱

い
で
す
。

Ｑ
3
「
レ
セ
プ
ト

（
患
者
）
の
症
状
の

経
過
等
に
つ
い
て
、

客
観
的
な
検
査
デ
ー

タ
等
の
関
連
資
料
に

基
づ
い
た
説
明
が
さ

れ
、
病
態
等
が
確
認

で
き
る
場
合
」
と
は
ど
う
い
う

場
合
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
3
一
概
に
は
言
え
ま
せ
ん

が
、
再
審
査
請
求
書
に
お
い
て

所
見
、
症
状
、
経
過
等
が
、
医

学
的
に
妥
当
な
内
容
で
説
明
さ

れ
た
場
合
や
、
病
名
が
あ
る
こ

と
を
裏
付
け
る
た
め
の
検
査
結

果
や
カ
ル
テ
の
コ
ピ
ー
等
が
添

付
さ
れ
る
場
合
が
考
え
ら
れ
ま

す
。Ｑ4

再
審
査
請
求
書
で
詳
細

に
説
明
し
た
場
合
や
、
検
査
結

果
・
カ
ル
テ
等
の
コ
ピ
ー
を
添

付
す
れ
ば
、
必
ず
復
活
す
る
の

で
し
ょ
う
か
？

Ａ
4
必
ず
復
活
す
る
訳
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
再
審
査
請
求
書

の
記
載
や
添
付
資
料
の
内
容
か

ら
、
審
査
委
員
会
が
認
め
た
場

合
に
限
り
復
活
す
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

Ｑ
5
初
診
時
の
ス
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
検
査
を
行
う
た
め
の
疑
い

病
名
を
漏
ら
し
て
、

減
点
さ
れ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
こ
の
よ
う

な
場
合
も
再
審
査
請

求
す
れ
ば
復
活
し
ま

す
か
？

Ａ
5
難
し
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
今
回
示
さ
れ
た

病
名
漏
れ
で
減
点
さ

れ
た
場
合
の
再
審
査

請
求
は
、「
当
該
レ

セ
プ
ト
（
患
者
）
の

症
状
の
経
過
等
に
つ

い
て
、
客
観
的
な
検

査
デ
ー
タ
等
の
関
連

資
料
に
基
づ
い
た
説

明
が
さ
れ
、
病
態
等

が
確
認
で
き
る
場

合
」
に
限
ら
れ
ま

す
。
所
見
、
症
状
、

経
過
等
が
明
確
で
な

い
場
合
や
、
医
学
的

根
拠
の
薄
い
、
い
わ

ゆ
る
レ
セ
プ
ト
病
名
が
漏
れ
て

い
た
場
合
等
で
は
、
復
活
は
難

し
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
支
払
基
金
・
国
保
連

合
会
の
両
審
査
委
員
会
は
、
診

療
担
当
者
代
表
、
保
険
者
代

表
、
学
識
経
験
者
（
ま
た
は
公

益
代
表
）
の
三
者
か
ら
な
り
、

委
員
は
保
険
医
が
務
め
て
い
ま

す
。
支
払
基
金
の
創
設
以
前

は
、
支
払
遅
延
が
深
刻
で
あ
っ

た
た
め
、
保
険
診
療
は
軽
視
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
診
療
報
酬
の

審
査
・
支
払
を
一
元
的
に
請
け

負
う
機
関
の
創
設
が
必
要
と
さ

れ
、
1
9
4
8
年
に
支
払
基
金

が
設
立
さ
れ
、
審
査
・
支
払
が

ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
保
険
診
療
が
広
く
浸
透

し
ま
し
た
。
59
年
の
国
保
法
改

正
に
よ
り
、
61
年
ま
で
に
全
て

の
市
町
村
が
国
保
事
業
を
開
始

す
る
こ
と
と
、
国
保
連
合
会
内

に
審
査
委
員
会
を
設
置
す
る
よ

う
規
定
さ
れ
、
61
年
に
国
民
皆

保
険
制
度
が
成
立
し
ま
し
た
。

　
支
払
基
金
・
国
保
連
合
会
は

現
物
給
付
を
原
則
と
す
る
健
康

保
険
制
度
を
維
持
・
発
展
さ
せ

る
た
め
の
砦
で
す
。

　
審
査
委
員
会
の
役
割
を
軽
ん

じ
、
審
査
委
員
を
疲
弊
さ
せ
る

よ
う
な
軽
率
な
内
容
の
再
審
査

請
求
は
慎
み
を
持
っ
て
対
応
す

べ
き
で
し
ょ
う
。

Ｑ
6
増
減
点
連
絡
書
を

チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
、
こ
ち
ら

（
医
療
機
関
）
の
ミ
ス
が
原
因

と
思
わ
れ
る
減
点
が
見
つ
か
り

ま
し
た
。
前
後
の
月
も
同
様
の

請
求
内
容
で
す
が
、
そ
れ
ら
は

減
点
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
だ

減
点
さ
れ
て
い
な
い
レ
セ
プ
ト

の
返
却
請
求
は
可
能
で
し
ょ
う

か
。Ａ6

返
却
請
求
は
可
能
で

す
。
増
減
点
連
絡
書
が
届
い
た

場
合
は
内
容
を
確
認
し
、
医
療

機
関
の
ミ
ス
か
ど
う
か
確
認
し

ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
前
後
の

近
接
す
る
他
月
の
レ
セ
プ
ト

に
、
未
だ
減
点
さ
れ
て
い
な
い

同
様
の
ミ
ス
が
あ
っ
た
場
合

は
、「
記
載
不
備
の
た
め
」
等

を
理
由
に
、
当
該
レ
セ
プ
ト
の

返
却
請
求
を
検
討
し
ま
し
ょ
う
。

　
た
だ
し
、
返
却
さ
れ
た
場
合

は
、
そ
の
レ
セ
プ
ト
の
点
数
の

当
月
の
合
計
が
支
払
総
額
か
ら

一
旦
控
除
さ
れ
ま
す
。

　
「
病
名
漏
れ
」
が
理
由
と
思
わ
れ
る
減
点
に
つ
い
て
、

再
審
査
請
求
を
「
認
め
て
ほ
し
い
」
と
の
要
望
が
会
員
か

ら
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
号
で
は
Ｑ
＆
Ａ

を
特
集
掲
載
す
る
こ
と
と
し
た
。

特別編

　京都銀行は「積極的なコンサルティング機能の発揮により、中小企業
者の経営安定・成長発展を支援し、地域経済の活性化に貢献する」こと
を基本方針とし、京都府保険医協会との斡旋融資制度でも健闘してい
る。また13年３月末に中小企業金融円滑化法の期限が到来し、積極的な
経営改善支援への取り組みを進めるだけでなく、従来以上に安定的な資
金供給に努め、地域経済の活性化に貢献することも重要な課題としてい
る。

　株高の運用環境により、本業のもうけを示す基礎利益が各社とも増益となった。含み損が続出した中間
決算時点よりも金融市場が好転し大幅に改善している。国債の利回りが上昇傾向にあることから資産運用
を見直す動きも出ているが、安定した収益の確保と資産の健全化を目標にし、市場リスクとのバランスを
重視した投資を実行するとの方針を示している。過大な損失の発生を防止するため、リスクを許容範囲に
抑制する体制の整備を行うなど、各社はより一層の資産運用の健全性に向けた取り組みを行っている。

　政権交代による景気回復への期待感や円高の是正等を背景に株価も上昇するなど、景気の持ち直しの動
きがみられた。しかし損害保険業界では、自動車保険の損害率が高い水準で推移し、国内外で自然災害が
多発するなど、依然として厳しい事業環境が続いた。このような中、協会関係各社は世界トップ水準の保
険金融グループとして、企業価値の向上と健全な事業運営を行い、グループとしての総合力を結集してさ
らなる収益力の強化を行っている。その結果、十分な純資産を保持し、ソルベンシー・マージン比率も引
き続き健全な水準を保っている。

保険金支払能力に対する格付けは、保険会社の保険債務が約定通り支払われる確実性に
ついてのR＆Iの意見であり、個々の保険契約の支払いの程度に対する意見ではない。
ＡＡ……保険金支払能力は極めて高く、優れた要素がある。
Ａ………保険金支払能力は高く、部分的に優れた要素がある。
プラス（＋）、マイナス（－）表示…
　　　　 ＡＡ格からＣＣＣ格については、上位格に近いものにプラス、下位格に近いも

のにマイナス表示をすることがある。

※１　 損害保険会社の保険本業での「収益力」を示す指標。正味損害率と正味事業比率の合算値。一般的にこの値が低いほど
保険会社の収益性が高いといわれている。

※２　 通常の予測を超えて発生するリスク（大災害等）に対応できる「支払余力」を有しているかを判断する行政監督上の指
標のひとつ。この比率が200％を下回った場合、監督当局により早期是正措置がとられる。

発行体格付けは、証券の購入、売却、または保有を奨めるものではなく、また、時価や
特定の投資家に対するその証券の適合性について言及するものでもない。
Ａ……… 債務を履行する能力は高いが、上位二つの格付けに比べ、事業環境や経済状況

の悪化からやや影響を受けやすい。
ＢＢＢ… 債務を履行する能力は適切であるが、事業環境や経済状況の悪化によって債務

履行能力が低下する可能性がより高い。
プラス記号（＋）、マイナス記号（－）…
　　　　 「ＡＡ」から「ＣＣＣ」までの格付けには、プラス記号またはマイナス記号が

付されることがあり、それぞれ各カテゴリーの中での相対的な強さを表す。

斡旋融資制度

保険医年金制度

医師賠償責任保険・休業補償制度

　株高の運用環境により、本業のもうけを示す基礎利益が各社とも増益となった。含み損が続出した中間
決算時点よりも金融市場が好転し大幅に改善している。国債の利回りが上昇傾向にあることから資産運用

協会共済制度関係会社2012年度決算

株式会社京都銀行

自己資本比率
国  内  基  準（4％以上） 新12.81％（旧12.89％）
国際統一基準（8％以上） 13.64％（14.26％）

開示債権の引
当・保全状況

残高 1,404億円（1,444億円）
保全率 88.4％（86.4％）

当期純利益 144億円（154億円）

総資産 7兆6,158億円
（7兆3,470億円）

格付け（R＆I） A＋

解説　格付けについて

Ｒ＆Ｉ 格付投資情報センター

S＆P  スタンダード＆プアーズ

三井生命保険株式会社 明治安田生命保険相互会社 富国生命保険相互会社 ソニー生命保険株式会社

基礎利益 529億円
（300億円）

3,945億円
（3,709億円）

775億円
（692億円）

800億円
（716億円）

実質純資産額 6,925億円
（4,747億円）

5兆9,405億円
（4兆244億円）

1兆685億円
（7,067億円）

1兆3,968億円
（8,714億円）

ソルベンシー・
マージン比率※2

601.3％
（486.7％）

930.3％
（749.6％）

970.8％
（741.1％）

2,281.8％
（1,980.4％）

格付け（S＆P） BBB－ A A－ A＋

日本生命保険相互会社 太陽生命保険株式会社 第一生命保険株式会社

基礎利益 5,465億円
（5,443億円）

672億円
（575億円）

3,145億円
（3,024億円）

実質純資産額 10兆2,592億円
（7兆1,533億円）

8,762億円
（5,776億円）

5兆5,633億円
（3兆6,701億円）

ソルベンシー・
マージン比率※2

696.4％
（567.0％）

823.4％
（747.3％）

715.2％
（575.9％）

格付け（S＆P） A＋ A－ A

株式会社損害保険ジャパン 三井住友海上火災保険株式会社
正味収入保険料 1兆3,273億円（1兆2,811億円） 1兆3,142億円（1兆2,692億円）
正味損害率 70.6％（80.6％） 73.3％（84.8％）

コンバインド･レシオ※1 103.4％（113.6％） 105.7％（118.1％）
当期純利益 291億円（△375億円） 426億円（△1,306億円）
純資産額 7,048億円（5,786億円） 1兆1,920億円（9,326億円）

ソルベンシー･マージン比率※2 645.6％（502.5％） 581.3％（486.8％）
格付け（R＆I） AA－ AA－

※（　）内は2011年度の数値

2 0 1 3 年 (平成 2 5 年) 9 月 5 日 第 2 8 6 8 号京 都 保 険 医 新 聞( 3 ) 毎月 5日･20日･25日発行

病名漏れで減点された場合の再審査請求



■ 

協
会
方
針
に
つ
い
て

　

島
津
恒
敏
代
議
員
（
中
京
西

部
）　

協
会
の
情
勢
報
告
・
方

針
案
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に

は
賛
成
で
は
あ
る
。
し
か
し
、

現
在
の
日
本
の
経
済
状
況
を
考

え
れ
ば
、
国
民
医
療
や
保
険
医

療
の
存
続
が
厳
し
く
な
る
。
協

会
は
、
国
民
の
医
療
を
守
る
た

め
に
も
、
現
在
の
危
機
的
な
状

況
を
真
剣
に
見
据
え
る
必
要
が

あ
る
。
保
険
医
制
度
を
守
る
と

い
う
こ
と
は
、
今
の
政
治
体
制

を
存
続
さ
せ
る
か
否
か
と
い
う

こ
と
と
絡
め
て
問
わ
れ
て
い
る

と
考
え
る
。

　

垣
田
理
事
長　

激
励
の
ご
発

言
を
い
た
だ
き
、
感
謝
申
し
上

げ
る
。
協
会
の
理
事
は
、
こ
の

厳
し
い
時
代
に
覚
悟
を
も
っ
て

理
事
職
に
就
任
し
て
い
た
だ
い

た
。
そ
し
て
、
会
員
一
人
ひ
と

り
が
築
き
上
げ
た
協
会
と
い
う

組
織
で
、
国
民
医
療
を
守
る
た

め
に
、
私
自
身
も
含
め
責
任
を

も
っ
て
職
務
を
果
た
し
て
い
く

考
え
だ
。

　

島
津
代
議
員　

京
都
府
立
医

大
の
「
キ
ョ
ウ
ト
・
ハ
ー
ト
・

ス
タ
デ
ィ
ー
」
と
い
う
研
究
を

め
ぐ
っ
て
、
ノ
バ
ル
テ
ィ
ス
社

に
よ
る
悪
辣
き
わ
ま
り
な
い

デ
ー
タ
の
改
ざ
ん
が
あ
っ
た
と

報
道
さ
れ
た
。
京
都
か
ら
発
し

た
こ
の
不
祥
事
に
対
し
て
、
協

会
も
正
し
い
立
場
を
鮮
明
に
す

る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

垣
田
理
事
長　

理
事
会
と
し

て
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
ま
だ

議
論
で
き
て
い
な
い
。
島
津
代

議
員
の
提
起
を
受
け
て
、
理
事

会
で
議
論
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

　

島
津
代
議
員　

過
去
、
協
会

は
同
社
か
ら
講
演
会
等
で
後
援

を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
思
う

が
、
今
後
ど
の
よ
う
な
対
応
を

取
ら
れ
る
の
か
。

　

垣
田
理
事
長　

講
演
会
等

で
、
企
業
の
後
援
を
受
け
て
い

る
も
の
も
あ
る
が
、
企
業
に

頼
っ
た
企
画
の
立
案
は
行
っ
て

お
ら
ず
、
す
べ
て
の
製
薬
会
社

か
ら
の
協
力
を
断
る
と
い
う
こ

と
は
考
え
て
い
な
い
。
た
だ

し
、
今
後
、
後
援
を
受
け
る
際

に
慎
重
な
対
応
が
必
要
と
認
識

し
て
い
る
。

　

梅
山
信
代
議
員
（
乙
訓
）　

協
会
の
設
立
目
的
は
、「
医
療

保
障
制
度
の
確
立
と
制
度
運
用

の
合
理
化
の
追
求
」、
ま
た

「
保
険
医
の
知
識
と
技
術
の
向

上
と
生
活
権
の
擁
護
」
と
い
う

こ
と
だ
が
、
基
本
方
針
の
「
命

と
健
康
の
最
大
の
敵
・
戦
争
へ

向
か
う
あ
ら
ゆ
る
流
れ
に
反
対

す
る
」
は
、
設
立
趣
旨
の
一
体

ど
の
部
分
に
関
連
し
て
い
る
の

か
教
え
て
ほ
し
い
。

　

飯
田
理
事　

医
療
も
社
会
の

仕
組
み
の
一
つ
。
良
い
医
療
を

実
践
す
る
た
め
に
は
、
社
会
が

安
定
し
て
い
な
け
れ
ば
な
し
得

な
い
。
そ
の
た
め
に
、
安
心
・

安
全
の
社
会
が
必
要
と
考
え
、

基
本
方
針
に
戦
争
へ
向
か
う
あ

ら
ゆ
る
流
れ
に
反
対
す
る
こ
と

を
提
起
し
た
。

　

梅
山
代
議
員　
「
生
活
権
の

擁
護
」
と
い
う
箇
所
に
関
連
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ

ば
、
専
守
防
衛
の
自
衛
隊
に

も
っ
と
軍
事
費
を
費
や
し
て
日

本
の
安
全
を
守
る
と
い
う
こ
と

が
「
生
活
権
の
擁
護
」
に
当
て

は
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。

　

飯
田
理
事　

世
界
中
で
さ
ま

ざ
ま
な
紛
争
を
抱
え
、
ま
た
近

隣
諸
国
に
目
を
向
け
れ
ば
、
領

土
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に

訴
え
る
問
題
も
最
近
大
き
く
報

道
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
を

解
決
す
る
た
め
に
、
あ
る
い
は

日
本
を
守
る
た
め
に
、
専
守
防

衛
に
限
っ
て
軍
事
大
国
化
す
べ

き
と
い
う
意
見
も
あ
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
軍
事
大
国
化
が

果
た
し
て
本
当
の
意
味
で
日
本

の
平
和
を
守
る
だ
ろ
う
か
。
今

ま
で
日
本
を
守
っ
て
き
た
の

は
、
戦
争
の
対
極
に
位
置
し
て

い
る
「
憲
法
９
条
」
で
は
な
い

か
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、

今
後
も
議
論
を
重
ね
る
必
要
が

あ
る
と
感
じ
て
い
る
。

　

田
代
博
代
議
員
（
右
京
）　

仮
に
日
本
が
軍
事
大
国
化
す
れ

ば
、
今
の
自
衛
隊
で
さ
え
年
間

数
兆
円
規
模
の
予
算
で
あ
り
、

そ
れ
以
上
の
予
算
が
必
要
と
な

る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
そ
う
な

れ
ば
社
会
保
障
費
は
削
ら
れ
、

ま
す
ま
す
国
家
予
算
が
膨
ら
み

続
け
、
数
年
も
経
た
な
い
う
ち

に
国
家
財
政
が
破
綻
す
る
。
軍

事
大
国
化
と
い
う
の
は
明
ら
か

に
無
理
が
あ
り
、
こ
れ
を
持
っ

て
近
隣
諸
国
に
対
抗
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

　

八
木
晴
夫
会
員
（
宇
治
久

世
）　

日
本
が
軍
事
大
国
化
を

目
指
す
こ
と
は
、
財
政
的
に
不

可
能
だ
と
い
う
意
見
に
全
面
的

に
賛
成
で
あ
る
。
過
去
に
お
い

て
、
日
本
は
財
政
破
綻
す
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
上
で
軍
事
大
国

を
目
指
し
た
。
国
民
を
戦
争
に

駆
り
立
て
た
よ
う
に
、
現
在
は

近
隣
諸
国
と
の
領
土
問
題
で
軍

事
大
国
化
を
煽
っ
て
い
る
こ
と

を
危
惧
す
る
。

■  

エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
に

つ
い
て

　

田
代
代
議
員　

脱
原
発
、
節

電
の
時
節
、
せ
め
て
我
々
が
利

用
す
る
と
き
ぐ
ら
い
は
会
場
に

必
ず
節
電
を
守
っ
て
ほ
し
い
と

申
し
入
れ
て
ほ
し
い
。

■  

顧
問
の
職
務
規
定
に

つ
い
て

　

岡
所
明
良
代
議
員
（
与
謝
）

関
先
生
が
顧
問
に
就
任
さ
れ
る

こ
と
に
は
大
賛
成
で
あ
る
。
し

か
し
、
顧
問
の
職
務
は
ど
の
よ

う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。

　

垣
田
理
事
長　

協
会
規
約
は

「
第
23
条
２　

本
協
会
に
顧
問

を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
顧
問

は
代
議
員
会
の
承
認
を
経
て
理

事
長
が
委
嘱
す
る
。
顧
問
の
任

期
は
理
事
の
任
期
に
よ
る
」
と

な
っ
て
い
る
。
理
事
長
と
し

て
、
各
分
野
で
協
会
を
牽
引
い

た
だ
い
て
お
り
、
今
後
も
ご
助

力
い
た
だ
き
た
く
顧
問
就
任
を

依
頼
し
た
。

　

岡
所
代
議
員　

顧
問
就
任
に

異
論
は
な
い
が
、
職
務
を
き
ち

ん
と
規
定
し
て
お
か
な
い
と
、

関
先
生
に
申
し
訳
な
い
の
で
は

な
い
か
。
名
誉
理
事
長
と
顧
問

は
ど
う
違
う
の
か
は
っ
き
り
と

明
確
に
し
た
ほ
う
が
今
後
の
た

め
に
い
い
と
考
え
る
。

　

垣
田
理
事
長　

岡
所
代
議
員

の
提
起
を
受
け
て
、
顧
問
の
職

務
規
定
に
つ
い
て
検
討
し
て
い

き
た
い
。

 

（
文
責
・
編
集
部
）

質
疑
応
答
の
要
旨

質
疑
応
答
の
要
旨

　

構
造
改
革
（
新
自
由
主
義
改

革
）
の
再
起
動
と
い
う
財
界
の

期
待
を
担
っ
て
安
倍
内
閣
が
登

場
し
、「
大
胆
な
金
融
政
策
」

「
機
動
的
な
財
政
政
策
」
に
続

く
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
」
第
三
の

矢
「
成
長
戦
略
」
が
、
骨
太
の

方
針
と
と
も
に
示
さ
れ
た
。
安

倍
首
相
が
「
世
界
で
一
番
企
業

が
活
動
し
や
す
い
国
」
に
す
る

と
あ
か
ら
さ
ま
に
語
っ
た
よ
う

に
、「
成
長
戦
略
」
は
経
済
界

の
要
望
に
沿
っ
た
一
部
の
大
企

業
利
益
を
最
優
先
す
る
も
の
で

あ
り
、
働
く
人
や
生
活
者
を
置

き
去
り
に
し
た
国
民
不
在
の
政

策
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た

新
自
由
主
義
に
よ
る
政
策
で
あ

れ
ば
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
（
環
太
平
洋
経

済
連
携
協
定
）
参
加
、
原
発
再

稼
動
と
海
外
売
り
込
み
、
消
費

税
増
税
が
推
し
進
め
ら
れ

る
こ
と
も
ま
た
必
然
の
こ

と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
新

自
由
主
義
の
も
と
、
構
造

改
革
を
さ
ら
に
行
い
や
す

く
、
加
速
度
を
つ
け
る
た

め
に
、
復
古
主
義
、
軍
事
大
国

化
も
か
ら
め
改
憲
が
行
わ
れ
よ

う
と
し
て
い
る
。

　
「
成
長
戦
略
」
に
は
、
そ
の

柱
に
医
療
を
位
置
づ
け
、
医
療

ツ
ー
リ
ズ
ム
や
医
療
提
供
体
制

の
輸
出
、
混
合
診
療
の
全
面
解

禁
と
民
間
医
療
保
険
の
参
入
促

進
な
ど
、
医
療
の
産
業
化
を
図

ろ
う
と
し
て
い
る
。
営
利
追
求

分
野
を
広
げ
て
資
金
を
つ
ぎ
込

み
、
公
的
医
療
給
付
を
縮
小
し

て
し
ま
え
ば
、
国
民
皆
保
険
が

形
骸
化
し
、
医
療
・
健
康
に
お

い
て
深
刻
な
格
差
が
広
が
り
か

ね
な
い
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
と
い
う
外
圧

が
そ
の
後
押
し
を
す
る
こ
と
に

な
る
。
ま
し
て
や
国
民
皆
保
険

の
堅
持
さ
え
言
明
し
な
い
社
会

保
障
制
度
改
革
推
進
法
を
基
本

法
と
す
る
改
革
が
、
こ
れ
か
ら

具
体
化
さ
れ
て
く
る
の
で
あ

る
。
社
会
保
障
制
度
改
革
国
民

会
議
で
は
、
療
養
の
範
囲
の
適

正
化
の
み
な
ら
ず
フ
リ
ー
ア
ク

セ
ス
の
制
限
な
ど
も
議
論
の
俎

上
に
上
り
、「
い
つ
で
も
、
ど

こ
で
も
、
誰
で
も
」
保
険
証
1

枚
で
受
け
ら
れ
る
医
療
か
ら
の

転
換
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

我
々
は
こ
の
よ
う
な
情

勢
の
中
で
、
先
人
が
築
き

上
げ
て
き
た
国
民
皆
保
険

を
堅
持
し
、
国
民
の
健
康

と
命
、
生
活
を
守
る
真
の

福
祉
国
家
を
つ
く
る
べ

く
、
京
都
府
保
険
医
協
会
が
提

言
す
る
「
社
会
保
障
基
本
法
」

の
制
定
運
動
を
進
め
て
い
く
。

そ
し
て
皆
保
険
を
惜
し
み
な
い

努
力
で
支
え
て
き
た
開
業
医
医

療
へ
の
適
正
な
評
価
を
得
る
べ

く
活
動
し
て
い
く
。
そ
の
決
意

の
も
と
に
下
記
の
通
り
決
議
す

る
。

記

一
、
福
祉
国
家
を
目
指
す
「
社

会
保
障
基
本
法
」
を
制
定
し
、

政
府
の
社
会
保
障
責
任
を
明
確

に
せ
よ
。

一
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
・
医
療
の
産

業
化
を
や
め
、
社
会
保
障
制
度

と
し
て
の
国
民
皆
保
険
を
堅
持

せ
よ
。

一
、
国
民
皆
保
険
の
守
り
手
で

あ
る
開
業
医
医
療
に
対
す
る
正

当
な
評
価
を
し
、
安
心
し
て
患

者
さ
ん
に
向
き
合
え
る
医
療
制

度
と
診
療
報
酬
を
実
現
せ
よ
。

一
、
消
費
税
増
税
を
や
め
、
医

療
の
ゼ
ロ
税
率
適
用
を
実
現
せ

よ
。

一
、
医
療
者
は
、
地
球
環
境
を

守
り
、
戦
争
を
し
な
い
平
和
な

日
本
の
担
い
手
に
な
ろ
う
。
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第
66
回
定
期
総
会

（
第
1
8
5
回
定
時
代
議
員
会

合
併
）

自
由
民
主
党
・
衆
議
院
議
員 

谷
垣　

禎
一

自
由
民
主
党
・
衆
議
院
議
員 

田
中　

英
之

自
由
民
主
党
・
衆
議
院
議
員 

宮
崎　

謙
介

自
由
民
主
党
・
衆
議
院
議
員 

安
藤　
　

裕

自
由
民
主
党
・
参
議
院
議
員 

二
之
湯　

智

民
主
党　
　

・
衆
議
院
議
員 

山
井　

和
則

民
主
党　
　

・
衆
議
院
議
員 

泉　
　

健
太

民
主
党　
　

・
参
議
院
議
員 

福
山　

哲
郎

日
本
共
産
党
・
衆
議
院
議
員 

穀
田　

恵
二

日
本
共
産
党
・
参
議
院
議
員 

市
田　

忠
義

日
本
共
産
党
・
参
議
院
議
員 

井
上　

哲
士

日
本
共
産
党
・
参
議
院
議
員 

倉
林　

明
子

民
主
党
京
都
府
議
会
議
員
団

民
主
・
都
み
ら
い
京
都
市
会
議
員
団

日
本
共
産
党
京
都
府
会
議
員
団

日
本
共
産
党
京
都
市
会
議
員
団

株
式
会
社
損
害
保
険
ジ
ャ
パ
ン

 

取
締
役
社
長　

櫻
田　

謙
悟

 

執
行
役
員
京
都
支
店
長　

末
廣　
　

聡

三
井
住
友
海
上
火
災
保
険
株
式
会
社

 

取
締
役
社
長　

柄
澤　

康
喜

日
本
生
命
保
険
相
互
会
社

 

　

代
表
取
締
役
社
長　

筒
井　

義
信

保
団
連
を
は
じ
め
全
国
35
の
協
会

総
会
メ
ッ
セ
ー
ジ
一
覧

定
期
総
会
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

お
送
り
い
た
だ
い
た
方
は
左
記
の
通
り
（
順
不
同
・
敬
称
略
）

　今回、本紙に掲載したもの以外の写真も、
「保険医専用サイト」に１カ月限定で掲載しま
す。これら写真をご希望の場合は、協会までご
連絡下さい。

決　
　

 

議

総会

京都私立病院協会　清
水鴻一郎会長のあいさ
つ（左）、京都府医師婦
人会　森本博子会長に
よる乾杯（右）

協
会
役
員
お
披
露
目

ワインテイスティングは今年も盛況

講演会講師を務めた
中村哲医師

バ
ン
ド
演
奏
・
福
引
な
ど

イ
ベ
ン
ト
盛
り
だ
く
さ
ん
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テーブルの
　笑顔拝見！



　
7
月
21
日
に
投
開
票
が
行
わ

れ
た
第
23
回
参
院
選
は
自
民
党

が
圧
勝
、
自
民
・
公
明
両
党
は

非
改
選
と
合
わ
せ
て
過
半
数
を

確
保
し
た
。
憲
法
、
原
発
、
Ｔ

Ｐ
Ｐ
、
消
費
税
な
ど
と
い
う
重

要
な
岐
路
が
問
わ
れ
た
参
院
選

だ
っ
た
が
、
政
策
論
争
は
低
調

の
ま
ま
、
投
票
率
も
戦
後
3
番

目
に
低
い
52
・
61
％
に
止
ま
っ

た
。
各
紙
の
社
説
は
、「
民
意

と
の
ね
じ
れ
恐
れ
よ
」（
朝

日
）、「
数
任
せ
の
政
治
許
さ
れ

ぬ
」（
京
都
）、「
熱
な
き
圧
勝

に
お
ご
る
な
」（
毎
日
）
な
ど

と
、
野
党
が
批
判
票
の
受
け
皿

た
り
え
な
か
っ
た
状
況
が
自
民

の
圧
勝
に
つ
な
が
っ
た
と
分
析

し
、
数
に
お
ご
れ
ば
国
民
の
信

　
今
回
の
参
院
選
の
結
果
を
受

け
て
ど
う
考
え
る
か
を
複
数
回

答
で
き
い
た
と
こ
ろ
、
与
党
が

圧
倒
的
と
な
っ
た
こ
と
を
「
良

か
っ
た
」
と
す
る
回
答
も
11
％

あ
る
が
、
逆
に
「
不
安
」
は
50

％
で
、「
与
党
は
民
意
を
十
分

汲
み
取
っ
て
ほ
し
い
」
は
63
％

と
な
っ
た
。
野
党
に
対
し
て
は

「
明
確
な
対
決
姿
勢
」
22
％
よ

り
も
「
共
同
し
て
暴
走
阻
ん
で

ほ
し
い
」
34
％
が
上
回
っ
た
。

　
今
後
、
野
党
と
し
て
期
待
す

る
政
党
に
つ
い
て
は
、「
ど
こ

も
な
い
」
が
30
％
、
共
産
・
民

主
・
維
新
が
15
％
で
並
び
、
み
ん
な
が
14
％
で
続
き
、
生
活
7

％
、
社
民
6
％
で
あ
っ
た
。

　
安
倍
政
権
の
政
策
で
、
期
待

す
る
も
の
、
自
重
を
求
め
た
い

も
の
そ
れ
ぞ
れ
2
項
目
の
選
択

を
求
め
た
と
こ
ろ
、
昨
年
の
衆

議
院
議
員
選
挙
を
受
け
て
の
代

議
員
会
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
と

ほ
ぼ
同
じ
傾
向
と
な
っ
て
い
る

（
図
）。

　
期
待
す
る
政
策
で
は
「
未
記

入
」
が
93
と
断
ト
ツ
、「
経
済

政
策
」
が
43
で
あ
っ
た
。
以

下
、「
改
憲
」
22
、「
生
活
保
護

見
直
し
」
12
、「
消
費
税
引
上

げ
」
9
、「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
」
7

と
続
く
。

　
安
倍
政
権
に
自
重
を
求
め
た

い
政
策
で
は
、
①
「
改
憲
」

37
、
②
「
原
発
政
策
」
36
、
③

「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
」
33
と
高
く
、

④
「
混
合
診
療
解
禁
な
ど
の
規

制
緩
和
」
が
25
、
⑤
「
自
立
・

自
助
を
基
本
に
し
た
社
会
保
障

費
の
給
付
減
や
負
担
増
」
19
の

順
で
票
が
分
か
れ
た
。

　
ま
た
、
選
挙
に
向
け
て
マ
ス

コ
ミ
報
道
が
十
分
に
さ
れ
て
い

た
か
に
関
し
て
は
、「
思
わ
な

い
」 が
61
％
、 「
思
う
」は
11
％
。

　
選
挙
結
果
は
民
意
を
反
映
し

て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、「
思

わ
な
い
」
が
60
％
、「
思
う
」

が
20
％
。

　
前
問
で
「
思
わ
な
い
」
人
に

民
意
を
反
映
す
る
た
め
に
何
を

す
べ
き
か
き
い
た
と
こ
ろ
、

「
選
挙
制
度
改
革
」
78
％
、「
マ

ス
コ
ミ
姿
勢
の
転
換
」
56
％
。

　
協
会
の
候
補
者
ア
ン
ケ
ー
ト

は
参
考
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て

は
、
56
％
が
「
参
考
に
な
っ

た
」。「
見
て
い
な
い
」
27
％
、

「
参
考
に
な
ら
な
か
っ
た
」
15

1
％
の
利
益
の
た
め
だ
け
に
働

く
な
。

　
▽
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
を
与
え
た

わ
け
で
は
な
い
。
お
ご
る
こ
と

な
く
日
本
を
輝
く
国
に
再
成
長

　
ブ
ル
ネ
イ
で
開
催
さ
れ
た
Ｔ

Ｐ
Ｐ
交
渉
の
閣
僚
会
合
は
8
月

23
日
、
年
内
の
妥
結
に
向
け
て

今
後
の
交
渉
を
推
進
さ
せ
る
こ

と
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
共
同
声

明
を
発
表
。
7
月
か
ら
合
流
し

た
日
本
も
含
め
た
交
渉
は
、
10

月
に
開
か
れ
る
ア
ジ
ア
太
平
洋

経
済
協
力
会
議
（
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
）

で
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
首
脳
会
合
が
重
要

な
節
目
と
も
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
中
、
野
党
側
が

与
党
に
民
意
重
視
求
め
る
意
見
多
数

参
院
選
結
果
を
う
け
て
総
会
ア
ン
ケ
ー
ト

を
失
う
と
釘
を
さ
し
て
い
る
。

民
主
党
へ
の
失
望
感
は
今
選
挙

に
お
い
て
も
惨
敗
と
い
う
結
果

に
表
れ
、
維
新
の
会
や
み
ん
な

の
党
は
旋
風
を
起
こ
す
に
い
た

ら
ず
、
自
民
と
の
対
決
姿
勢
を

鮮
明
に
し
た
共
産
党
が
健
闘

し
、
京
都
選
挙
区
で
も
15
年
ぶ

り
に
議
席
を
確
保
す
る
結
果
と

な
っ
た
。
な
お
、
選
挙
制
度
を

巡
っ
て
は
今
参
院
選
の
「
一
票

の
格
差
」
を
巡
り
、
全
47
選
挙

区
を
対
象
に
無
効
を
求
め
る
訴

訟
の
動
き
も
お
き
て
い
る
。
こ

の
結
果
を
う
け
て
総
会
出
席
者

に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
、
1
0

6
人
中
93
人
が
回
答
し
た
（
88

％
）。

　
安
倍
首
相
は
集
団
的
自
衛
権

に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
く
と

明
言
し
た
。
こ
の
こ
と
は
憲
法

9
条
を
改
悪
し
て
、
日
本
を
戦

争
が
で
き
る
国
に
変
え
て
い
こ

う
と
す
る
意
志
で
あ
り
、
新
自

由
主
義
の
夢
を
現
実
に
す
る
た

め
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
な
中
、「
国
民
の
健

康
」
と
「
戦
争
」
に
つ
い
て
考

え
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
そ
も
そ
も
「
健
康
」
と
は
な

ん
で
あ
る
か
？　
Ｗ
Ｈ
Ｏ
は
次

の
よ
う
に
定
義
づ
け
て
い
る
。

　

H
ealth is a state of 

complete physical, mental 

and social w
ell-being and 

not merely the absence of 

disease or infirmity.

　
「
健
康
」と
は
、病
気
で
は
な

い
、
弱
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、
肉
体
的
に
も
、

精
神
的
に
も
、
そ
し
て
社
会
的

に
も
経
済
的
に
も
、
す
べ
て
が

満
た
さ
れ
た
状
態
に
あ
る
と
し

て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、

「
健
康
で
あ
る
状
態
」
と
「
戦

争
状
態
」
は
対
極
に
あ
る
。

　
病
気
を
治
す
と
き
は
、
患
者

と
医
療
者
が
共
に
協
力
を
し
、

と
も
に
病
気
と
戦
う
こ
と
で
治

療
が
す
す
み
、
病
気
を
克
服
し

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
病
気
に
な
る
前
に
予
防
で

き
る
病
気
で
あ
れ
ば
、
し
っ
か

り
予
防
し
て
い
く
こ
と
が
大
事

で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
、
国
民
の
「
健
康
」
を
脅
か

す
「
戦
争
」
に
対
し
て
は
、
国

民
と
共
に
協
力
し
、
戦
う
こ
と

が
必
要
で
あ
り
、「
戦
争
」
は

図　安倍政権の政策について
期待する政策

改憲
ＴＰＰ参加
原発政策

消費税引上
経済政策

社会保障削減
医療規制緩和
生活保護見直

その他
未記入

自重求めたい政策
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予
防
で
き
る
「
病
気
」
で
あ

る
。
国
民
と
と
も
に
こ
れ
に
た

ち
向
か
っ
て
戦
っ
て
い
く
覚
悟

が
医
療
者
に
は
必
要
で
あ
る
。

　
今
回
の
参
議
院
選
挙
の
結

果
、自
公
で
過
半
数
を
超
え
た
。

ま
た
衆
参
の
ね
じ
れ
が
な
く

な
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
野
党

は
民
主
党
を
は
じ
め
、
政
権
交

代
を
す
る
力
は
と
う
て
い
今
は

望
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ

ば
か
り
か
野
党
と
し
て
の
役
割

が
は
た
せ
る
か
も
疑
問
で
あ

る
。
こ
ん
な
中
、
い
か
に
自
公

の
、
安
倍
政
権
の
暴
走
を
食
い

止
め
る
か
は
、
国
民
の
力
し
か

な
い
。
京
都
府
保
険
医
協
会
は

国
民
と
力
を
あ
わ
せ
、
国
が

誤
っ
た
方
向
に
進
ん
で
い
か
な

い
よ
う
に
運
動
を
強
め
て
い
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

与
党
圧
勝
に
不
安
が
５
割

改
憲
・
原
発
・
Ｔ
Ｐ
Ｐ
は
自
重
を

衆
院
議
院
運
営
委
員
会
の
理
事

会
で
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
を
議
論
す
る
特

別
委
員
会
を
つ
く
っ
て
ほ
し

い
」
と
要
望
、
公
明
党
も
「
審

議
を
通
じ
て
交
渉
経
過
を
国
民

に
分
か
り
や
す
く
説
明
す
べ
き

だ
」
と
同
調
。
こ
れ
に
対
し
て

自
民
党
は
野
党
時
代
に
は
委
員

会
の
設
置
を
強
く
求
め
て
い
た

の
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
委
員

会
の
新
設
に
難
色
を
示
し
た
と

さ
れ
る
。

　
協
会
は
こ
の
報
道
を
受
け
て

8
月
20
日
、「
自
民
党
は
国
会

で
Ｔ
Ｐ
Ｐ
問
題
を
国
民
に
明
ら

か
に
せ
よ
」
と
す
る
抗
議
談
話

を
発
表
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
問
題
は
国
益

に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
十
分

な
審
議
を
行
い
、
国
民
に
し
っ

か
り
と
説
明
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。
委
員
会
を
設
置
し
、

十
分
な
審
議
を
行
う
体
制
を
私

た
ち
国
民
に
示
す
必
要
が
あ

る
、
と
訴
え
た
。
談
話
は
自
民

党
を
は
じ
め
と
し
た
各
政
党
と

マ
ス
コ
ミ
に
送
付
し
た
。

「
国
民
の
健
康
」 
 

と 「
戦
争
」

総
会
を
終
え
て 

　 

　
　
副
理
事
長
　
渡
邉 

賢
治

協会会員のための企画
お申し込みは協会事務局（☎075‒212‒8877）まで

さ
せ
て
ほ
し
い
。　

　
▽
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
で
あ
る

か
ら
こ
そ
日
本
の
良
い
伝
統
を

し
っ
か
り
見
据
え
て
進
め
て
ほ

し
い
。

％
で
あ
っ
た
。

◇　
◇

　
最
後
に
政
権

与
党（
自
民・公

明
）
に
対
し
、

「
い
ま
言
い
た

い
ひ
と
こ
と
」

を
一
部
抜
粋
し

て
掲
載
す
る
。

　
▽
有
権
者
の

4
分
の
1
の
支

持
で
あ
る
こ
と

を
自
覚
し
て
お

い
て
ほ
し
い
。

　
▽
投
票
率
の

低
さ
（
国
民
か

ら
の
乖
離
）
を

真
剣
に
考
え
て

も
ら
い
た
い
。

　
▽
ア
メ
リ
カ

に
追
随
せ
ず
、

ＴＰＰ特別委設置に難色の自民に
「国民に問題明らかにせよ」と抗議

新規開業医向け 「保険講習会Ｂ」 のご案内

奥様向けセミナー

文化ハイキング

日　時 ９月26日 （木）午後２時～４時
場　所 京都府保険医協会・ルームＡ
内　容 ①新規個別指導対策
 ②医療法立入検査対策
対　象  新規開業前後の医師、従事者の方（新規開業の先生でなくても、

日常診療整備の目的でご参加下さい）

日　時 10月10日（木）午後２時～４時
場　所 京都府保険医協会・ルームＡ～Ｃ

日　時 10月20日（日）午前９時30分～午後４時頃（雨天決行）
参加費 5,000円（拝観料、昼食代含む）
集　合 午前９時30分　ＪＲ・京阪「東福寺」改札口前
定　員 20人（要申込・先着順）

＊ 資料準備の都合上、
前日までにお電話に
てお申し込み下さい

日　時 ９月12日 （木）午後２時～４時
場　所 京都府保険医協会・ルームＡ～Ｃ
内　容  仕事の進め方・仕事の管理の基本・個人の目標と組織の目標との

調和、患者さんとのコミュニケーションの取り方についてなど
講　師 茂木 治子 氏（元日本航空客室乗務員）
定　員 50人　　協　賛　有限会社アミス

※ 大変ご好評をいただいている研修会です。申込み後にキャンセルする場合
もご連絡をお願いします。

 医院・診療所での接遇マナー研修会中級コース

「知っておきたい税務調査の受け方」（仮）

秋の東山南部の史跡を巡る

2 0 1 3 年 (平成 2 5 年) 9 月 5 日第 2 8 6 8 号 京 都 保 険 医 新 聞 ( 6 )毎月 5日･20日･25日発行



プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
情
報
は
噂
の
種
に
あ
ら
ず

　
女
Ｘ
の
子
Ａ
は
、
2
0
0
4

年
8
月
ユ
ー
イ
ン
グ
肉
腫
に
罹

患
し
、
某
大
学
医
学
部
付
属
病

院
に
て
治
療
さ
れ
、
そ
の
時
の

主
治
医
Ｄ
が
後
日
Ｙ
病
院
に
転

勤
し
て
か
ら
は
、
高
熱
が
出
る

な
ど
症
状
が
悪
化
し
た
場
合
に

Ｙ
病
院
で
対
症
療
法
を
す
る
な

ど
、
入
・
通
院
が
継
続
さ
れ

た
。
し
か
し
、
Ａ
は
、
回
復
な

く
08
年
12
月
20
日
死
亡
し
た
。

　
Ａ
の
生
前
、
Ｙ
病
院
に
勤
務

の
Ｂ
看
護
師
は
、
自
宅
で
夫
Ｃ

と
の
会
話
に
お
い
て
、
入
院
患

者
Ａ
に
つ
い
て
、
Ａ
の
病
状
が

重
く
、
あ
と
半
年
の
余
命
で
あ

る
こ
と
、
Ａ
の
母
親
Ｘ
の
経
営

す
る
店
が
夜
の
飲
食
店
で
あ
る

こ
と
、
そ
の
名
前
、
そ
の
所
在

地
の
ほ
か
、
Ｘ
や
Ａ
の
姉
が
懸

命
に
看
護
に
当
た
っ
て
い
る
な

ど
の
情
報
を
夫
Ｃ
に
話
し
た
。

　
Ｃ
は
、
そ
れ
を
き
き
、
Ａ
や

懸
命
に
看
護
に
当
た
る
Ｘ
を
気

の
毒
に
思
い
、
Ｘ
を
訪
ね
た

時
、
そ
の
旨
を
伝
え
て
話
し
、

そ
の
際
、
話
題
を
Ａ
の
姉
で
あ

る
Ｘ
の
長
女
の
こ
と
に
変
え
、

「
ど
こ
の
店
で
働
い
て
い
る

の
？
」
と
Ｘ
に
尋
き
、
Ｘ
が
不

審
に
思
い
、
長
女
は
夜
働
い
て

い
な
い
、
昼
働
い
て
い
る
旨
答

え
る
と
、「
み
ん
な
そ
ん
な
ふ

う
に
思
っ
て
い
な
い
よ
。
看
護

師
さ
ん
な
ん
か
夜
働
い
て
い
る

と
思
っ
て
い
る
よ
」
と
話
し

た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
Ａ
と
全

く
関
係
の
な
い
Ｃ
か
ら
、
Ａ
が

回
復
不
可
能
な
状
態
に
あ
り
、

余
命
半
年
と
聞
か
さ
れ
、
こ
れ

に
驚
き
、
強
い
不
快
感
を
持

ち
、
本
当
に
余
命
半
年
な
の
か

と
の
不
安
や
悲
し
み
を
感
じ
る

と
と
も
に
、
情
報
を
漏
ら
し
た

Ｙ
病
院
に
対
す
る
疑
念
を
抱

き
、
同
病
院
へ
の
信
頼
を
失

い
、
Ａ
の
転
院
を
余
儀
な
く
さ

れ
、
Ａ
が
信
頼
し
て
い
た
Ｄ
医

師
に
よ
る
治
療
を
受
け
さ
せ
ら

れ
な
く
な
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
Ａ
の
死

後
、
Ｙ
病
院
の
職
員
へ
の
監
督

責
任
の
懈
怠
と
同
職
員
に
よ
る

患
者
情
報
の
違
法
な
秘
密
漏
洩

と
を
根
拠
に
、
Ｘ
の
精
神
的
苦

痛
へ
の
慰
謝
料
等
3
3
0
万
円

を
Ｙ
に
請
求
し
て
提
訴
し
た
。

Ｙ
は
、
看
護
師
Ｂ
の
行
為
は
夫

婦
間
の
私
的
な
も
の
で
、
Ｙ
の

事
業
の
執
行
と
密
接
に
関
連
す

る
と
は
い
え
ず
、
ま
た
、
患
者

の
個
人
情
報
保
護
や
秘
密
漏
洩

防
止
な
ど
に
つ
い
て
は
、
①
個

人
情
報
管
理
規
定
を
制
定
し
、

職
員
に
周
知
し
、
備
え
置
き
、

誓
約
書
を
作
成
・
提
出
さ
せ
る

ほ
か
、
②
新
人
オ
リ
エ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
研
修
に
お
い
て
指
導

し
、
③
患
者
の
個
人
情
報
保
護

の
基
本
方
針
を
院
内
に
掲
示

し
、
④
毎
月
1
回
開
催
さ
れ
る

運
営
会
議
に
お
い
て
指
導
を

行
っ
た
と
主
張
し
、
第
一
審
裁

判
所
は
、
Ｙ
に
は
Ｂ
へ
の
監
督

義
務
の
履
行
が
あ
り
、
Ｙ
の
使

用
者
責
任
の
成
立
や
不
法
行
為

責
任
を
否
定
し
た
。

　
し
か
し
、
控
訴
審
裁
判
所

は
、
夫
婦
間
の
会
話
が
職
務
上

知
り
得
た
、
漏
洩
し
て
は
な
ら

な
い
情
報
を
漏
洩
す
る
の
で
あ

り
、
使
用
者
に
は
そ
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
は
必
要
で
あ
り
、
か
つ

可
能
で
あ
っ
た
と
し
た
。
ま

た
、
Ｂ
本
人
へ
の
尋
問
で
は
、

患
者
情
報
の
漏
洩
は
今
回
が
初

め
て
で
は
な
く
、
Ｂ
は
問
題
意

識
を
有
し
て
お
ら
ず
、
Ｙ
に
は

本
件
を
所
轄
官
庁
へ
報
告
す
る

な
ど
な
く
、
Ｂ
の
懲
戒
処
分
も

事
実
を
確
定
し
守
秘
義
務
違
反

を
認
め
る
も
の
で
は
な
く
、
守

秘
義
務
へ
の
認
識
も
不
十
分
で

指
導
も
不
十
分
で
あ
っ
た
と
推

認
さ
れ
、
Ｂ
の
選
任
お
よ
び
そ

の
事
業
の
監
督
に
つ
い
て
相
当

の
注
意
を
し
た
と
は
認
め
ら
れ

ず
、
使
用
者
責
任
を
認
め
、
Ｙ

に
慰
謝
料
等
1
1
0
万
円
の

支
払
い
を
命
じ
た
（
福
岡
高
判

平
24
・
7
・
12
、
Ｌ
Ｌ
Ｉ
／
Ｄ

Ｂ
判
例
秘
書
）。

　
ど
こ
が
社
会
保
障
の
充
実
な
の

だ
ろ
う
。
消
費
税
率
の
引
き
上
げ

に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
税
収
は
、
ど

こ
へ
行
く
の
だ
ろ
う
。

　
政
府
の
社
会
保
障
制
度
改
革
国

民
会
議
が
8
月
6
日
に
最
終
報
告

書
を
提
出
し
、
そ
れ
に
沿
っ
た
制

度
変
更
の
手
順
を
定
め
る
「
プ
ロ

グ
ラ
ム
法
案
」
の
骨
子
が
21
日
に

閣
議
決
定
さ
れ
た
。

　
税
と
社
会
保
険
料
の
負
担
に
理

解
を
得
る
た
め
に
「
徹
底
し
た
重

点
化
・
効
率
化
を
行
う
」と
し
て
、

医
療
・
介
護
・
年
金
の
分
野
で
、

負
担
増
と
給
付
抑
制
の
メ
ニ
ュ
ー

を
ず
ら
り
と
並
べ
て
い
る
。

　
国
民
会
議
の
報
告
書
は
、
財
務

官
僚
の
作
文
を
読
ま
さ
れ
て
い
る

よ
う
だ
。
思
考
の
誘
導
が
巧
妙
に

ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。

　
「
自
助
・
共
助
・
公
助
」
の
説

明
で
は
、
共
助
に
あ
た
る
社
会
保

険
方
式
を
「
自
助
を
共
同
化
し
た

仕
組
み
で
あ
る
」
と
述
べ
、
公
助

は
「
自
助
・
共
助
を
補
完
す
る
と

い
う
位
置
づ
け
」
だ
と
す
る
。

　
「
社
会
保
障
関
係
費
が
増
大
す

る
中
で
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
税
負

担
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
不
足
分

を
赤
字
国
債
で
補
っ
て
い
る
構
造

は
、
消
費
増
税
後
も
解
消
さ
れ
な

い
」「
社
会
保
険
へ
の
税
投
入
は

所
得
格
差
の
調
整
を
含
め
、
国
民

の
負
担
の
適
正
化
に
充
て
る
こ
と

を
基
本
と
す
べ
き
」
と
い
う
。

　
憲
法
25
条
が
生
存
権
保
障
と
社

会
福
祉
・
社
会
保
障
の
向
上
に
努

力
す
る
国
の
義
務
を
定
め
て
い
る

の
に
、
そ
う
い
う
考
え
方
で
よ
い

の
か
、
批
判
精
神
を
要
す
る
。

　
た
だ
、
超
高
齢
化
社
会
に
対
応

し
た
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
の
手
直

し
は
必
要
だ
。
報
告
書
の
う
ち
、

▽
年
齢
別
の
負
担
か
ら
、
能
力
に

応
じ
た
負
担
へ
の
シ
フ
ト
▽
子
育

て
や
現
役
世
代
へ
の
支
援
の
強
化

▽
地
域
中
心
の
医
療
・
介
護
へ
の

転
換
―
―
と
い
っ
た
方
向
は
間

違
っ
て
い
な
い
と
思
う
。

　
そ
の
意
味
で
、
▽
国
民
健
康
保

険
料
の
限
度
額
を
上
げ
、
低
所
得

層
の
保
険
料
を
軽
減
す
る
▽
高
額

療
養
費
の
負
担
限
度
額
を
見
直

し
、
中
低
所
得
層
の
限
度
額
を
細

か
く
設
定
す
る
―
―
な
ど
は
妥
当

だ
ろ
う
。
医
療
費
の
窓
口
負
担
に

つ
い
て
も
、
低
所
得
者
の
負
担
割

合
の
軽
減
を
導
入
す
べ
き
だ
。

　
問
題
は
、
費
用
の
抑
制
を
前
提

と
し
た
制
度
い
じ
り
が
中
心
で
、

他
の
領
域
を
視
野
に
入
れ
た
政
策

の
構
想
を
欠
い
て
い
る
こ
と
だ
。

　
高
齢
者
の
年
金
を
抑
え
た
ら
結

局
、
生
活
保
護
で
カ
バ
ー
せ
ざ
る

を
え
な
い
。
非
正
規
雇
用
の
社
会

保
険
加
入
を
広
げ
る
と
い
う
が
、

そ
も
そ
も
非
正
規
を
増
や
し
た
雇

用
労
働
政
策
は
ど
う
す
る
の
か
。

子
育
て
支
援
で
は
、
大
学
を
含
め

た
教
育
費
負
担
の
重
さ
を
無
視
し

て
よ
い
の
か
。
住
宅
を
社
会
保
障

に
組
み
込
む
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
医
療
・
介
護
に
つ
い
て
は
、
抑

制
す
る
よ
り
、
そ
れ
な
り
に
発
展

さ
せ
て
労
働
条
件
や
待
遇
を
改
善

し
、
雇
用
を
生
み
出
す
と
い
う
道

が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
社
会
保
障
に
は
税
財
源
を
も
っ

と
投
入
し
て
も
よ
い
。
も
と
も
と

そ
れ
が
一
連
の
改
革
の
表
看
板

だ
っ
た
は
ず
だ
。
富
裕
層
の
金
融

資
産
や
企
業
の
内
部
留
保
へ
の
課

税
も
真
剣
に
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
今
回
の
改
革
案
に
対
抗
し
て
運

動
す
る
側
に
も
要
望
が
あ
る
。
各

論
の
「
反
対
」
ば
か
り
で
は
限
界

が
あ
る
。
ア
メ
を
も
ら
う
こ
と
だ

け
を
喜
び
、
あ
ら
ゆ
る
負
担
増
を

嫌
が
る
ほ
ど
、
国
民
は
単
純
で
は

な
い
。
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
、
説
得
力
の
あ
る
対

案
を
示
す
作
業
が
求
め
ら
れ
る
。

　
各
地
区
か
ら
選
出
の
委
員
に

よ
り
、
共
済
制
度
の
健
全
・
安

定
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

①
共
済
各
社
決
算
報
告

　
協
会
共
済
事
業
関
係
各
社
の

2
0
1
2
年
度
4
月
決
算
に
つ

い
て
報
告
を
受
け
ま
し
た
。
決

算
内
容
に
つ
い
て
は
別
途
掲
載

し
て
い
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ

い
。

②
休
補
運
営
分
科
会

　
給
付
7
件
、
加
入
1
件
を
審

　
京
都
府
保
険
医
協
会
の
経
験
を
蓄
積

し
て
作
成
し
た
完
全
オ
リ
ジ
ナ
ル
、
従

業
員
研
修
に
も
活
用
い
た
だ
け
ま
す
。

京
都
府
保
険
医
協
会
編

1
セ
ッ
ト
（
3
枚
組
全
3
0
5
分
）

 

定
価
　
1
0
0
0
0
円

京
都
協
会
会
員
価
格 

5
0
0
0
円

他
府
県
協
会
会
員
価
格 

7
0
0
0
円

金
融
共
済
委
員
会

（
8
／
21
）の
状
況

　
標
記
掲
載
原
稿
に
お
い
て

「
盲
人
が
象
を
撫
で
る
類
だ
ろ

う
」
と
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て

い
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
「
群
盲
象
を
撫
で

る
」
の
故
事
を
踏
ま
え
た
表
現

で
、
こ
の
故
事
は
、
江
戸
期
な

い
し
明
治
期
ま
で
教
科
書
の
類

い
に
も
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

解
説
本
に
よ
れ
ば
、「
群
盲
象

を
撫
で
る
」
は
差
別
用
語
と
は

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。「
群
盲
」

は
「
視
覚
障
害
者
」
を
表
す
の

で
は
な
く
、
視
覚
と
触
覚
を
対

比
す
る
た
め
の
表
現
と
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
す
。

　
し
か
し
、
今
回
の
原
稿
中
で

は
主
語
が
書
き
換
え
ら
れ
、「
盲

人
」
は
全
体
把
握
が
困
難
、
な

い
し
で
き
な
い
と
い
う
比
喩
的

表
現
と
も
読
め
、
特
に
国
際
障

害
者
年
以
降
で
の
グ
ロ
ー
バ
ル

な
認
識
を
基
に
す
る
な
ら
ば
、

不
適
切
な
用
語
の
使
い
方
と
言

わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ

ん
本
稿
執
筆
者
の
意
図
は
、
自

ら
の
地
域
把
握
が
一
部
で
し
か

な
い
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
だ

け
な
の
は
明
白
で
す
が
、
誤
解

を
招
く
恐
れ
を
念
慮
し
、
撤
回

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
ま
た
、
原
稿
を
お
預
か
り
し

た
段
階
で
こ
の
点
に
つ
い
て
の

判
断
を
誤
っ
た
こ
と
つ
い
て
も

お
詫
び
い
た
し
ま
す
。

第
2
8
6
0
号（
6
月
20
日
発
行
）で
の

一
部
不
適
切
な
用
語
・
表
現
に
つ
い
て

査
し
全
件
可
決
し
ま
し
た
。

③
融
資
諮
問
分
科
会

　
融
資
斡
旋
1
件
を
決
定
し
ま

し
た
。

オリジナルDVD好評です!!

『医療安全を
 身につけるために』

読売新聞大阪本社編集委員　原　昌平

社
会
保
障
制
度
改
革
に「
対
案
」を

の

30

　現在ご加入の年金を一部あるいは全部解約し、新たに加入申込みされる場
合は10月10日（木）までに解約書類を協会事務局までご提出下さい。保険
医年金に関するお問い合わせは、京都府保険医協会・経営部会まで。

ご注意
下さい！

 受託会社 　 三井生命（幹事）・明治安田生命・富国生命・ソニー生命・日本生命・
太陽生命・第一生命

※ 手数料との関係で1.259％の利率が続くと仮定して、新たにご加入される月払につい
ては４年以上、一時払で２年以上の長期にわたって積立されることをお勧めします。
詳しくは、８月末発送の年金パンフレットをご覧下さい。
◎ 普及担当の生保営業員がご説明に伺った際には、ご面談下さいますようお願いいたし
ます。電話・訪問等が重なる場合がございますが、ご容赦下さい。

9月1日より
秋普及開始

! 保険医年金
この機会にぜひご加入下さい！

加入申込期間 9月1日（日）～10月25日（金）
 2014年１月１日付加入です
2012年度実績 1.390％（2011年度実績 1.308％）
 【予定利率 1.259％（2013年 9 月 1 日現在）、2012年度配当率 0.131％】

■ 月　払
 （満74歳以下の会員）

■ 一時払
 （満79歳以下の会員で月払に加入している方）

１口１万円
30口限度（30万円）

１口50万円
毎回40口（2,000万円）

医
療
安
全
研
修
に

 

ご
活
用
下
さ
い
!

2 0 1 3 年 (平成 2 5 年) 9 月 5 日 第 2 8 6 8 号京 都 保 険 医 新 聞( 7 ) 毎月 5日･20日･25日発行
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宇田 憲司

裁判事例に学ぶ
医事紛争　防止の 12



　
北
原
聖
司
氏
（
享
年
72
、
西

陣
）
7
月
20
日
ご
逝
去

　
岡
本
良
平
氏
（
享
年
90
、
京

都
北
）
7
月
28
日
ご
逝
去

　
足
立
明
氏
（
享
年
87
、
下
京

西
部
）
8
月
20
日
ご
逝
去

　
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま

す
。

訃
　
報

京
都
老
人
の
タ
ー
ミ
ナ

ル
ケ
ア
研
究
会

　
日
　
時　
9
月
21
日
（
土
）

午
後
3
時
〜
5
時

　
場
　
所　
京
都
大
学
医
学
部

附
属
病
院　
第
二
臨
床
講
堂

　
講
　
演　
「
在
宅
医
療
の
実

践
と
在
宅
看
取
り
」

　
講
　
師　
た
な
か
往
診
ク
リ

ニ
ッ
ク
院
長　
田
中
誠
氏

　
参
加
費　
無
料

　
主
　
催　
京
都
老
人
の
タ
ー

ミ
ナ
ル
ケ
ア
研
究
会
（
村
井
淳

志
氏
☎
0
7
5
･
9
5
1
･
2

8
4
0
）

　
日
　
時　
9
月
21
日
（
土
）

午
後
1
時
〜
5
時

　
場
　
所　
京
都
リ
サ
ー
チ

パ
ー
ク
西
地
区
4
号
館
2
階

　
内
　
容　
◇
基
調
講
演
「
国

民
皆
保
険
制
度
を
い
か
に
堅

持
・
発
展
さ
せ
る
か
」（
講
師
・

亀
田
隆
明
氏
）、「
法
制
度
と
医

療
政
策
〜
混
合
診
療
に
焦
点
を

あ
て
て
」（
講
師
・
芝
田
文
男

氏
）、「
財
源
問
題
と
医
療
制
度

へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」（
講
師
・

　「グローバル」「グローバリゼーション」という言葉はかなり多様
に使われている。1978年にＷＨＯ・ユニセフの合同会議で、採択さ
れた「アルマ・アタ宣言」では「西暦2000年までにすべての人を健
康に」が目標として掲げられた。いうなれば、地球市民の健康上の
格差是正であり、目標達成のためにプライマリ・ケアの重視と住民
参加が強調された。
　その後、ソ連のアフガン侵攻や湾岸戦争など戦争つづきのうちに
2000年を迎えるが、この年出された本に、翻訳すれば『グローバル
借金爆弾』（James L. Clayton：The Global Debt. Bomb.2000.
M.E.Sharpe.）となるのがある。
　これは各国の借金番付をつくったもので、その東の横綱は日本で
あった。大企業の利潤獲得のために補助金をつけたり、もうかりそ
うな国家事業を丸投げしたり、その上、法人税をまけてやったりす
るから、「横綱」になってしまうのである。国は大企業のために借
金を増やし、大企業は多国籍企業化して「もうけ」を海外にかくし
ているわけである。
　要するに、ＷＨＯ・ユニセフのように「グローバル」に地球市民
の格差是正をめざす勢力から「グローバル」な金もうけを政府が尻
押しする「アベノミクス」まである。
　もし、格差是正をめざす地球市民会議が結成され、その「太平洋
部会」でオーストラリアやカナダやニュージーランドの代表から
「アメリカさん、おたくだけ公的健康保険制度がないのはどういう
わけ？」
と追及されるのであれば、そのような会議は必要だろう。しかし、
建国以来、大西洋をはさんで欧州と向かい合って成長してきたアメ
リカ企業が多国籍企業化して、「環大西洋」から「環太平洋」へと、
市場的蹂躙の矛先を向け、その地ならしとしてＴＰＰが進められつ
つある。
　すでに今から22年前の1991年に『日本乗っ取り』（W.Carl 
Kester：Japanese Takeovers, 1991.Harvard Bisiness 

School Press.）と訳すべき本が出
され、メルク社が万有製薬を呑みこ
んだケースが紹介されている。
　ＴＰＰによって「乗っ取り」意欲
が本格化し、その争点が医療と農業
であることをまずおさえておくべき
である。そして、ほっておけば地球
をこわされてしまうことを「地球市
民」として自覚しなければならない。

医
療
と
法
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

  

第
3
回
フ
ォ
ー
ラ
ム

社会保険研究会第650回記念

医療制度改革のゆくえ
　 2025年の医療制度の姿を展望する 　

講　師　学習院大学経済学部長
　　　　社会保障審議会医療保険部会長
　　　　社会保障制度改革国民会議会長代理     遠藤 久夫 氏
日　時　10月19日（土）午後２時～４時30分
場　所　京都大学医学部記念講堂（旧解剖講堂）
　　　　（左京区吉田近衛町）
対　象　会員・会員医療機関職員（申込制・定員100人・先着順）
　　※日医生涯教育講座対象の研究会です。
　　※後日のデジタル配信はありません。

神宮丸太町駅
地下鉄東西線地下鉄東西線

京
阪
本
線

京
阪
本
線

京
都
御
所

京
都
御
所

熊野神社前

近衛通

四条通

御池通

丸太町通

今出川通

烏
丸
通

河
原
町
通

川
端
通

東
大
路
通

白
川
通

烏丸御池駅

丸太町駅

今出川駅 出町柳駅

祇園四条駅河原町駅

三条駅

近衛通

旧白
川通

鞠
小
路
通

芝蘭会館

正門

医学部記念講堂
（旧解剖講堂）
※入口は東側

近衛通

東
大
路
通

鴨
川

① 京都大学医学部
② 京大病院西構内
③ 京大病院東構内

①

② ③

鞠
小
路
通

地
下
鉄
烏
丸
線

阪急京都線阪急京都線

〈遠藤先生からのメッセージ〉
　昨年は「社会保障・税一体改革大綱」が閣議決定
され、今年8月には「社会保障制度改革国民会議」の
報告書が提出された。一方で、医療提供体制の見直
しを視野に「特定機能病院及び地域医療支援病院の
あり方に関する検討会」「病床機能情報の報告・提供
の具体的なあり方に関する検討会」が設けられ、そ
れぞれ答申された。足元では、来年度の診療報酬改
定について医療部会、医療保険部会、中医協で議論
されている。これらの流れを複合的に眺めながら、
今後の医療制度改革の方向を展望したい。

安倍政権の医療・社会保障制度改革と
地域包括ケアシステムの行方

政策時局講演会

日本福祉大学学長  　二木　立 氏
日　時　10月5日（土）午後２時30分～４時30分
場　所　京都府保険医協会　ルームＡ～Ｃ

定　員　60人（事前申込で先着順）

講師略歴　1947年生まれ・65歳、1972年東京医科歯科大学医学部
卒業。代々木病院リハビリテーション科長・病棟医療部長・理事等
を経て、1985年日本福祉大学社会福祉学部教授。社会福祉学部長、大学院委員長、副学長・
常任理事等を経て、2013年4月から日本福祉大学学長。2004年から日本学術会議連携会員、
2010年から日本医師会医療政策会議委員。専門は医療経済・政策学で、政策的意味合いが明
確な日本医療の実証研究と医療・介護政策研究との「二本立」研究を続けている。医学博士、
博士（社会福祉学）。『現代日本医療の実証分析』（医学書院,1990）で吉村賞を受賞、『保健・
医療・福祉複合体』（医学書院,1998）で社会政策学会奨励賞を受賞。最近の著作は、『ＴＰＰ
と医療の産業化』（勁草書房,2012）、『福祉教育はいかにあるべきか』（勁草書房,2013）。

今
中
雄
一
氏
）
◇
パ
ネ
ル
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
と
質
疑
応
答

（
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
・
石
川

寛
俊
氏
）

　
参
加
費　
「
医
療
と
法
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School Press.）と訳すべき本が出
され、メルク社が万有製薬を呑みこ
んだケースが紹介されている。
　ＴＰＰによって「乗っ取り」意欲
が本格化し、その争点が医療と農業
であることをまずおさえておくべき
である。そして、ほっておけば地球
をこわされてしまうことを「地球市
民」として自覚しなければならない。

地球市民と多国籍企業 　日本乗っ取り？　

著者紹介
1927年生まれ。大阪大学医学部助教授、国民医療
研究所所長、よりよい介護をめざすケアマネジャー
の会会長などを歴任。現在、北九州医療・福祉総合
研究所所長。著書は、『21世紀の医療政策づくり』
『わかりやすい医療経済学』『時代を織る－医療・福
祉のストーリーメイク』など多数。
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参加費
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※ご希望の方をお選びいただけます。
※随時、必要な時に相談できます。
　先生のご都合の良い日で日程調整します。
※相談は無料（ただし、１事案１回限り）
　１事案につき１回の無料相談を超えての
　ご相談は、個別相談に移行し有料になります。

廃
棄
物
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理
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
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ご
相
談
・

ご
質
問
に
応
じ
る
体
制
も
で
き
ま
し
た
。◇お問い合わせは協会事務局まで

　TEL 075-212-8877　FAX 075-212-0707

協力専門家一覧
弁　護　士 税　理　士

莇　　立明　弁護士 花山　和士　税理士
江頭　節子　弁護士 外村　弘樹　公認会計士・税理士
松尾　美幸　弁護士 山口　　稔　税理士
赤井　勝治　弁護士 木谷　　昇　税理士
石川　寛俊　弁護士 乗岡　五月　税理士
鵜飼万貴子　弁護士 牧野　伸彦　税理士
小笠原伸児　弁護士 鴨井　勝也　税理士
竹下　義樹　弁護士 廣井　増生　税理士
富永　　愛　弁護士 社会保険労務士
新阜創太郎　弁護士 河原　義徳　特定社労士
西村　幸三　弁護士 本宮　昭久　特定社労士
本田　里美　弁護士 建　築　士
三重　利典　弁護士 坂本　克也　建築士
若松　　豊　弁護士 竹内　秀雄　建築士

ファイナンシャルプランナー
重松　朋聖　法人推進部長

その他　関係生保会社、京都銀行のFP

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
医
療  

1      

野
村
　
拓

廃棄物処理コンサルタント

中島　智之
㈱エコロジー・ソリューション

代表取締役

協
会
の
各
種
相
談
体
制

2 0 1 3 年 (平成 2 5 年) 9 月 5 日第 2 8 6 8 号 京 都 保 険 医 新 聞毎月 5日･20日･25日発行 ( 8 )


